
 

令和７年度「埼玉わっしょい大使」募集要項 

 
Instagram を使い、埼玉県産農産物のＰＲを行っていただく「埼玉わっしょい

大使」を募集します。 
 
１ 活動内容 
（１）Instagramによる埼玉県産農産物のＰＲ投稿（月１回以上） 

※県公式 Instagramアカウント「埼玉わっしょい」（@saitama_wassyoi）を
共同投稿者として設定していただきます。 

（２）埼玉県の生産者を取材し、情報発信を行うほ場見学への参加（月１回程度） 
（３）研修会への参加（年３回程度） 

 
２ 応募条件 

以下の条件を全て満たす方 
（１）埼玉県産農産物に関心がある方 

（２）インスタグラムのアカウントを持っている方 
※アカウントは公開アカウントとしてください 

（３）１８歳以上の方 
（４）月１回以上のＰＲ投稿を実施できる方 
（５）ほ場見学、研修会に参加できる方 
（６）ＷＥＢ会議に対応できる方 
（７）迅速に連絡が取れる方 
（８）任命式（令和 7年５月２０日（火）午後）への参加が可能な方 

（９）埼玉わっしょい大使決定に係る記者発表と任命式の際に顔出しが可能な方
（撮影を含む） 
※投稿は顔出しなしでも構いません。 
 
※過去に「埼玉わっしょい大使」の経験がある方も応募可能です。 
※令和７年度「埼玉県広報アンバサダー(*)」との兼任も可能です。 
* 埼玉県広報アンバサダーとは、埼玉県が任命し、若者等が見たい・知りたい視
点で県の魅力・取組をPRするインスタグラマーです。埼玉わっしょい大使と同
じ期間に令和７年度「埼玉県広報アンバサダー」を募集しています。兼任を希
望される場合は、令和７年度「埼玉県広報アンバサダー」募集要項を必ず御確
認ください。 

 
３ 募集人数 

５名（複数名で 1つのアカウントを運営している場合１名として数えます。） 
 
４ 募集期間 

令和７年４月１日（火）から令和７年４月１５日（火） 
 
５ 任期 

令和７年６月１日（日）～令和８年５月３１日（日） 
 



 

６ 応募方法 
県の電子申請システムの応募フォームから申請してください。 

 
○電信申請システム応募フォーム 

  https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerDetail_ini

tDisplay?tempSeq=92075&accessFrom= 

 
７ 選考 
（１）審査 

審査は、応募内容をもとに書面等により行います。 

※審査にあたって事務局から連絡をする場合があります。 
（２）結果 

審査結果は、５月 8日（木）までにメールにて応募者全員に御連絡します。 
 
８ 任命式、ほ場見学、研修会 

（１）審査通過者（大使候補者）には、５月２０日（火）午後に任命式を予定しています。 
（２）埼玉わっしょい大使には、月１回程度のほ場見学や年３回程度の研修会に参加

していただきます。（交通費は自己負担） 
 
９ その他 
（１）記念品として交通系ＩＣカード（ＩＣカード預り金を含む１５，０００円分）又は相当

品をお渡しします。 

（２）各種イベントの御案内、旬の農産物情報を御提供します。 
 
１０ 問合せ先 

埼玉県農林部農業ビジネス支援課 販売対策・6次産業化担当 
電 話：０４８－８３０－４１０６ 
メール：a4105-05@pref.saitama.lg.jp 
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